
青森大学自己点検評価・認証評価審査対策委員会規程  

（目的）  

第１条 この規程は、青森大学学則第１条の目的及び社会的使命の達成に向けて、本学

における教育研究活動等の状況について、自ら点検・評価を行うこと及び青森大学

が公益財団法人日本高等教育評価機構による認証評価審査について、同機構が定め

る評価基準を満たすために、本学に自己点検評価・認証評価審査対策委員会（以下

「委員会」という。）を置き、その必要な事項を定めることを目的とする。  

（準備・実施事項）  

第２条 委員会は、次の各号に掲げる事項を準備・審議する。  

（１） 点検項目に関すること  
（２） 評価方法に関すること  
（３） 学部間の評価の調整に関すること  
（４） 点検・評価の報告書の取扱いに関すること  
（５） 点検・評価結果の公表に関すること  
（６） その他点検・評価に関すること  
（７） 自己点検評価書などの作成  

（８） 実地調査への準備  

（９） 自己点検評価書・本編の公開  

（１０） 理事長から特に指示があった事項  

（構成）  

第３条 委員会は、次の委員をもって構成する。  

（１） 学長、副学長、学部長、学長補佐  

（２） 教務委員長、学生委員長、図書館長、総合研究所長、社会連携センター長、学

修支援センター長、FD・SD 委員会委員長、キャリア支援チーム・チームリーダ

ー、国際交流センター長、経営戦略局長、経営戦略局次長、教務課長、学生課

長、総務課長、就職課長、入試課長、東京キャンパス長、東京キャンパス事務

局長 

（３） 法人本部 本部長、総務部長、財務部長 

（４） 学長が指名する者  

２ 委員会に委員長及び副委員長を置く。  

３ 委員長は、学長とする。  

４ 副委員長は、学長が命ずる。  

５ 委員会の下に、必要に応じて専門委員会を設けることができる。  

  

（召集と議長）  

第４条 委員会は、委員長が召集し、その議長となる。  
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２ 委員長が不在のときは、副委員長が議長の職務を代行する。  

（定足数）  

第５条 委員会は、構成員の３分の２以上の出席をもって成立する。  

（委員以外の者の出席）  

第６条 委員長は、必要に応じ委員以外の者を出席させて意見を聞くことができる。  

（議事録及び報告）  

第７条 委員長は、議事録を作成し、理事長及び教授会に報告するものとする。  

（庶務）  

第８条 委員会の庶務は、経営戦略局が処理する。 

（改廃） 

第９条 この規程の改廃は委員会で審議して学長が行う。 

 

附則  

1． この規程は、平成２７年４月２８日から施行する。  

2． 次に掲げる規程は、廃止する。  

（１） 青森大学自己点検・評価委員会規程  

（２） 青森大学認証評価再審査対策委員会規程  

附則  

この規程は、平成２８年６月２９日から改正施行する。 

附則  

この規程は、平成２９年３月２３日から改正施行する。  

附則  

この規程は、平成３１年４月１日から改正施行する。  

附則 

 この規程は、令和 3年 9月 1日から改正施行する。 
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